
議案第  号 

宝塚市子ども審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市子ども審議会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年） 月  日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市子ども審議会条例の一部を改正する条例 

宝塚市子ども審議会条例（平成２５年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

第２条第１号中「第７７条第１項第１号から第３号まで」を「第７２条第１項第１号か

ら第３号まで」に、同条第４号中「第７７条第１項第４号」を「第７２条第１項第４号」

に改める。 

 附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 



議案第  号 

宝塚市子ども審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市子ども審議会条例(平成25年条例第34号)新旧対照表 

現行 改正案 

(設置) (設置) 

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第77条第1項の規定に基づき、宝塚市子

ども審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第

65号)第72条第1項の規定に基づき、宝塚市子

ども審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 審議会は、次に掲げる事項を担任する。 第2条 審議会は、次に掲げる事項を担任する。 

(1) 子ども・子育て支援法第77条第1項第1

号から第3号までに掲げるもの 

(1) 子ども・子育て支援法第72条第1項第1

号から第3号までに掲げるもの 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子

育て支援法第77条第1項第4号に掲げるも

の 

(4) 前2号に掲げるもののほか、子ども・子

育て支援法第72条第1項第4号に掲げるも

の 
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